
学 号 外 

令和８月１月 30 日  

 

各 私 立 学 校 設 置 者 

各 私 立 学 校 長 

（幼・中・高・特・専・各） 

 

岩手県ふるさと振興部学事振興課総括課長 

 

 

「こども性暴力防止法」の施行に向けたガイドラインについて 

このことについて、文部科学省総合教育政策局から別添のとおり通知がありましたので、お知ら

せします。 

 

記 

 １ 対象事業 

  ⑴ 学校設置者等（義務） 

   〇学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校（幼稚園、小中学校、義務 

教育校、高校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校） 

   〇専修学校（高等課程） 

  ⑵ 民間教育保育等事業者（認定） 

   〇専修学校（一般課程）又は各種学校における児童等を専ら対象とする学校教育に類する教 

育を行う事業 

様 

【担当】私学振興担当 志和池（しわち） 

電話：019-629-5042 FAX：019-629-5049 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：AH0007@pref.iwate.jp 


